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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人会津大学定款（以下「定款」という。）第１３条第２項

及び第２３条の規定に基づき、公立大学法人会津大学（以下「法人」という。）及び法人

が設置する会津大学及び会津大学短期大学部（以下「大学」という。）の組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 組織 

（法人の内部組織） 

第２条 法人に、定款第３条により設置する大学のほか、評価室、監査室及びコンプライ

アンス推進室を置く。法人の内部組織（大学を除く。以下この条において同じ。）の分掌

事務は、次のとおりとする。 

内部組織 分掌事務 

評価室 目標・計画等に関すること。自己点検・評価、認証評価機関評価、評価 

委員会評価等に関すること。 

監査室 監査に関すること。 



コンプライア

ンス推進室 

公的研究費等の使用における不正防止計画の策定及び推進に関するこ

と。 

２ 法人の内部組織について必要な事項は、別に定める。 

（学部） 

第３条 会津大学に、コンピュータ理工学部を置く。 

２ コンピュータ理工学部及び会津大学短期大学部に関し必要な事項については、会津大

学学則及び会津大学短期大学部学則の定めるところによる。 

（大学院） 

第４条 会津大学に、大学院を置く。 

２ 前項の大学院に、コンピュータ理工学研究科を置く。 

３ 研究科に関し必要な事項については、会津大学大学院学則の定めるところによる。 

（企画推進本部） 

第４条の２ 会津大学に、企画推進本部を置く。 

２ 企画推進本部について必要な事項は、別に定める。 

 （事務局等） 

第５条 大学に、総務・企画、会計、施設及び次項に定める学生部に関する事務等を処理

させるため、事務局を置く。 

２ 大学に、教務及び学生の厚生補導等に関する事務等を処理させるため、学生部を置く。 

３ 事務組織に関し必要な事項については、別に定める。 

（附属施設） 

第６条 大学に、先端情報科学研究センター、情報センター、産学イノベーションセンタ

ー、復興創生支援センター、宇宙情報科学研究センター、その他の附属施設を設置する。 

２ 附属施設について必要な事項は、別に定める。 

（名称等） 

第７条 第３条から第６条の規定により設けられる大学の内部組織等の名称及びそれぞれ

の分掌事務は、別表第一のとおりとする。 

 

第３章 職制 

（副理事長及び理事の担当等） 

第８条 定款第９条第３項及び第５項に定める副理事長及び理事の担当、兼務する職及び

所掌事務は、次のとおりとする。 

担当 兼務する職 主な所掌事務 

総務・財務担当 事務局長 法人の総務、財務、評価、目標・計画に関 

すること 

教育・学務担当 コンピュータ理工学部 

長 

会津大学の教育・学務に関すること 



研究担当 研究科長 会津大学の研究に関すること 

管理・渉外担当  会津大学の産学連携・地域貢献に関するこ 

と 

短期大学部担当 短期大学部長 会津大学短期大学部に関すること 

（理事の教育職への復帰等） 

第９条 法人は、法人の教員から就任した理事長、副理事長又は理事が希望する場合、就

任前の職に復帰することができるように措置することができる。ただし、教員の定年年

齢を超える場合は除く。 

２ 副理事長及び理事は、本来の職務に支障がないと理事長が認める場合に限り、必要最

小限の教育、研究、その他必要と認められる業務に従事することができる。 

（役員の選考等） 

第１０条 副理事長及び理事は理事長が任命する。 

２ 副理事長、理事の任期は、６年を超えない範囲において、理事長が定める。 

（役員の報酬等） 

第１１条 役員の報酬及び退職手当等に関し必要な事項については、公立大学法人会津大

学役員報酬規程及び公立大学法人会津大学役員退職手当規程の定めるところによる。 

（職の名称及び種類等） 

第１２条 次の表の左欄に掲げる法人の内部組織等に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を

置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

組織 職 職務 

大学 学長 学校教育法（昭和２２年法律２６号）第９２条に規定す

る職務に従事する。 副学長（任意 

設置） 

教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

会 津 大 学 コ ン 

ピ ュ ー タ 理 工 

学部 

コンピュー 

タ理工学部 

長 

学長の命を受け、学部に関する事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

 

会 津 大 学 の 大 

学院の研究科 

研究科長 学長の命を受け、研究科に関する事務を掌理し、所属職 

員を指揮監督する。 



会 津 大 学 短 期 

大学部 

短期大学部 

長 

学長の命を受け、短期大学部に関する事務を掌理し、所 

属職員を指揮監督する。 

大 学 の 附 属 施 

設 

附属施設の 

長 

学長の命を受け、附属施設に関する業務を掌理し、所属

職員を 

指揮監督する。 

大 学 

の 内 

部 組 

織 

事 務 局 事務局長 学長の命を受け、大学及びその附属施設に関する事務を 

掌理し、所属職員を指揮監督する。 

大学担当次 

長 

短期大学担 

当次長 

事務局長を補佐し、担当する大学及びその付属施設の事

務を整理する。 

局主幹 上司の命を受け、特に指示された局の事務を掌理する。 

事 務 局 

の 課 ・ 

室 

課長・室長 上司の命を受け、課・室の事務を掌理し、所属職員を指 

揮監督する。 

主幹（任意設 

置） 

上司の命を受け、特に指示された課の事務を掌理する。 

 

副課長 課長を補佐し、課の事務を整理する。 

事務局 

の課・ 

室の係 

係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監 

督する。 

会 津 

大 学 

の 内 

部 組 

織 

 

学科 学科長 上司の命を受け、学科に関する事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

部門 部門長 上司の命を受け、部門に関する事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

コンピ 

ュータ 

理工学 

センター長 上司の命を受け、センターに関する事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。 

 



部のセ 

ンター 

企 画 推

進本部 

本部長 学長の命を受け、企画推進本部に関する事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 

副本部長（任

意設置） 

本部長を補佐し、本部の事務を整理する。 

企 画 推

進 本 部

の室 

室長 上司の命を受け、室の事務を処理し、所属職員を指揮監

督する。 

学生部 学生部長 学長の命を受け、学生部に関する事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。 

副部長（任意 

設置） 

部長を補佐し、部の事務を整理する。 

会 津 

大 学 

の 大 

学 院 

の 内 

部 組 

織 

コ ン ピ 

ュ ー タ 

理 工 学 

研 究 科 

の 専 攻 

専攻長 上司の命を受け、専攻に関する事務を掌理し、所属職員 

を指揮監督する。 

副専攻長（任 

意設置） 

専攻長を補佐し、専攻の事務を整理する。 

 

会 津 

大 学 

の 附 

属 施 

設 の 

内 部 

組 織 

 

情 報 セ 

ン タ ー 

副センター

長（任意設

置） 

センター長を補佐し、センターの事務を整理する。 

事務長 センター長の命を受け、センターに関する事務 

を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

情 報 セ

ン タ ー

の係 

係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監 

督する。 

産 学 イ

ノ ベ ー

シ ョ ン

副センター

長（任意設

置） 

センター長を補佐し、センターの事務を整理する。 



セ ン タ

ー 

事務長 センター長の命を受け、センターに関する事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 

事務次長 事務長を補佐し、センターの事務を整理する。 

復 興 創

生 支 援

セ ン タ

ー 

副センター

長（任意設

置） 

センター長を補佐し、センターの事務を整理する。 

事務長 センター長の名を受け、センターに関する事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 

事務次長 事務長を補佐し、センターの事務を整理する。 

会 津 

大 学 

短 期 

大 学 

部 の 

内 部 

組 織 

学科 学科長 上司の命を受け、学科に関する事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

学生部 学生部長 学長の命を受け、学生部に関する事務を掌理し、所属職 

員を指揮監督する。 

大 学 又 は 附 属 

施 設 の 内 部 組 

織 

 

主任主査 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。 

専門建築技 

師 

上司の命を受け、担任の高度な建築技術を処理する。 

 

専門電気技 

師 

上司の命を受け、担任の高度な電気技術を処理する。 

 

専門司書 上司の命を受け、担任の高度な図書館の専門的事務を処 

理する。 

主査 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 

主任建築技 

師 

上司の命を受け、担任の建築技術を処理する。 

主任電気技 

師 

上司の命を受け、担任の電気技術を処理する。 

主任司書 上司の命を受け、担任の図書館の専門的事務を処理する。 

副主査 上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。 

副主任建築 上司の命を受け、高度な建築技術をつかさどる。 



技師 

副主任電気 

技師 

上司の命を受け、高度な電気技術をつかさどる。 

副主任司書 上司の命を受け、高度な図書館の専門的事務をつかさど

る。 

主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。 

建築技師 上司の命を受け、建築の技術をつかさどる。 

電気技師 上司の命を受け、電気の技術をつかさどる。 

司書 上司の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。 

主任技能員 上司の命を受け、担任の技能的業務を処理する。 

専門員 上司の命を受け、担任の専門的業務を処理する。 

 

第４章 審議機関等 

（役員会） 

第１３条 法人に、定款第１４条の規定に基づき、理事長、副理事長及び理事で構成する

公立大学法人会津大学役員会（以下「役員会」という。）を置く。 

２ 役員会に関し必要な事項については、公立大学法人会津大学役員会規程の定めるとこ

ろによる。 

（経営審議会） 

第１４条 法人に、定款１７条第１項の規定に基づき、法人の経営に関する重要事項を審

議するため、公立大学法人会津大学経営審議会（以下「経営審議会」という。）を置く。 

２ 経営審議会に関し必要な事項については、公立大学法人会津大学経営審議会規程の定

めるところによる。 

（教育研究審議会） 

第１５条 会津大学及び会津大学短期大学部に、定款第１８条第１項の規定に基づき、本

学の教育研究に関する重要事項を審議するためそれぞれ公立大学法人会津大学教育研究

審議会及び公立大学法人会津大学短期大学部教育研究審議会（以下「教育研究審議会」

という。）を置く。 

２ 教育研究審議会に関し必要な事項については、公立大学法人会津大学教育研究審議会

規程及び公立大学法人会津大学短期大学部教育研究審議会規程の定めるところによる。 

（会津大学参与会） 

第１６条 法人に、公立大学法人会津大学参与会（以下「参与会」という。）を置く。 

２ 参与会は、法人の運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、及

び理事長に対して助言又は提言を行う。 



３ 参与会は、参与１５名以内で組織し、参与は、法人の職員以外の者で大学教育に関し、

広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する。 

（教授会） 

第１７条 コンピュータ理工学部及び会津大学短期大学部それぞれに、学校教育法第９３

条第１項の規定に基づき、教授会を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項については、会津大学教授会規程及び会津大学短期大学部教

授会規程の定めるところによる。 

（研究科委員会） 

第１８条 第４条第２項に定める研究科に、研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会に関し必要な事項については、会津大学大学院コンピュータ理工学部研

究科の運営組織等に関する規程の定めるところによる。 

（各種委員会） 

第１９条 法人及び大学に、必要に応じ、運営、教育研究等に関する事項を審議するため、

各種の委員会を置く。 

 

第５章 財務・会計 

（事業年度） 

第２０条 法人の事業年度は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「地

独法」という。）第３２条第１項に定めるところにより、毎年４月１日に始まり、翌年３

月３１日に終わる。 

（財務諸表等） 

第２１条 法人は、地独法第３４条第４項に定めるところにより、毎事業年度の財務諸表

等を事務所に備え置き、福島県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規

則（平成１８年福島県規則第５４号）第１１条で定める期間、一般の閲覧に供する。 

（会計規程） 

第２２条 法人の財務・会計に関し必要な事項については、公立大学法人会津大学会計規

程の定めるところによる。 

 

第６章 点検・評価等 

（自己点検・評価） 

第２３条 大学は、学校教育法第１０９条第１項で定めるところにより、教育研究水準の

向上に資するため、教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公

表する。 

 

（認証評価） 

第２４条 大学は、学校教育法第１０９条第２項の規定に基づき、大学の総合的な状況に



ついて、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号。）で定められた期間ごとに認証

評価機関による認証評価を受けるものとする。 

 

（業務実績評価） 

第２５条 法人は、地独法第２８条及び第３０条並びに福島県公立大学法人の業務運営並

びに財務及び会計に関する規則第６条で定めるところにより、中期目標期間に係る業務

の実績について、福島県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。 

 

第７章 その他 

（教育研究等の状況の公表） 

第２６条 法人は、教育課程その他教育及び研究の状況並びに組織及び運営の状況を、広

く周知を図ることができる方法により公表する。 

（法人規程） 

第２７条 法人規程は、規程、規則、細則、要綱、要項、要領、内規及び申合せとする。 

２ 規程に関し必要な事項については、公立大学法人会津大学における法人規程に関する

規程の定めるところによる。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成２５年３月４日から施行する。 

 

   附 則 

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、２０１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、２０２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、２０２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、２０２３年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、２０２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

別表第一(第７条関係) 

内部組織 分掌事務 

コンピュー 

タ理工学部 

コンピュー 

タ理工学科 

コンピュー 

タ・サイエン 

ス部門 

コンピュータ・サイエンスについての専門的知識の教授 

に関すること。 

コンピュー 

タ工学部門 

コンピュータ工学についての専門的知識の教授に関す 

ること。 

情報システ 

ム学部門 

情報システム学についての専門的知識の教授に関する 

こと。 

文化研究センター 人文科学及び社会科学についての知識の教授に関する 

こと。 

語学研究センター 外国語についての知識の教授に関すること。 

短期大学部 産業情報学科 経営情報及びデザイン情報についての専門的知識の教 

授に関すること。 



食物栄養学科 食物栄養についての専門的知識の教授に関すること。 

幼児教育・福祉学科 幼児教育、保育及び社会福祉についての専門的知識の教授

に関すること。 

コンピュー 

タ理工学研 

究科 

コンピュータ・情報システム 

学専攻 

コンピュータ・情報システムについての高度の専門的知 

識の教授に関すること。 

 

情報技術・プロジェクトマネ 

ジメント専攻 

情報技術・プロジェクトマネジメントについての高度な 

専門的知識の教授に関すること。 

企画推進本

部 

企画推進室 １ 学長及び各理事の特命事項の処理に関すること。 

（大学の将来像検討のための資料・情報の収集とレポ

ートの作成等） 

２ 学校教育法第 109 条で定めるところにより行う教育

研究等の状況についての自己点検評価の取りまとめに

関すること。 

３ 学校教育法第 109 条の規定に基づき、大学の総合的

な状況について受ける認証評価機関による認証評価の

うち教育研究に係る取りまとめに関すること。 

４ 教員の業績取りまとめに関すること。 

５ 教育研究に係る各種補助金の申請に関すること。 

６ 教員の採用に関すること。 

７ 外国人教員が行う研究費申請の支援に関すること。 

８ その他大学の企画運営に必要な事項の処理に関する

こと。 

国際戦略室 １ 海外交流機関の構築及び整備に関すること。 

２ 学生派遣・受入プログラムの企画及び運営に関するこ

と。 

３ 国際的な研究活動の支援に関すること。 

４ 外国人教員及び留学生の受入態勢の整備に関するこ

と。 

５ その他国際交流事業の推進に関すること。 

事務局 総務予算課 総務係 

予算経理係 

施設係 

１ 大学における人事及び服務に関すること。 

２ 学内運営に係る事務の調整に関すること。 

３ 公印の管理に関すること（短期大学部の所掌に属する

ものを除く。第４号から第５号までにおいて同じ。） 

４ 学内規程の制定改廃に関すること。 

５ 文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

６ 参与会に関すること。 

７ 給与の計算及び支給に関すること。 

８ 財産の取得、管理及び処分に関すること。 

９ 役員会及び審議会に関すること。 

10 監査に関すること。 

11 予算、決算及び経理に関すること。 

12 物品の購入契約に関すること。 

13 前二号に掲げるもののほか、会計事務に関すること 

（他課・室の所掌に属するものを除く。）。 

14 施設の維持保全、修繕及び営繕工事に関すること。 

15 事務局内の他課・室及び附属施設の所掌に属しない 

事務に関すること。 

企画連携課 企画係 

計画広報係 

連携支援係 

１ 学内運営に係る事務の企画に関すること。 

２ 地域等との連携及び交流に関すること。 

３ 目標、計画及び評価に関すること。 

４ 大学の広報に関すること。 

５ 産学連携の支援に関すること。 

６ 教員の研究費に関すること。 



７ 外部資金の導入に関すること。 

学生課 教務係 

学生募集係 

学生支援係 

国際係 

大学に係る次に掲げること（短期大学部の所掌に属するも

のを除く。）。 

１ 学生の入学及び卒業に関すること。 

２ 学生の身分及び賞罰に関すること。 

３ 教育課程に関すること。 

４ 学生の支援に関すること。 

５ 学生の進路に関すること。 

６ 学生に係る諸証明、願及び届に関すること。 

７ 教授会に関すること。 

８ 研究科委員会に関すること。 

９ その他教務に関すること。 

短期大学事 

務室 

総務係 

学生係 

短期大学部に係る次に掲げる事務に関すること。 

１ 教員の人事及び服務に関すること。 

２ 学内運営に関すること。 

３ 公印の管理に関すること。 

４ 文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

５ 学内規程の制定改廃に関すること。 

６ 短期大学部の教育研究審議会に関すること 

７ 教授会に関すること。 

８ 目標、計画及び評価に関すること。 

９ 監査に関すること。 

10 大学の広報に関すること。 

11 地域等との連携及び交流に関すること。 

12 予算、決算及び経理に関すること。 

13 物品の購入契約に関すること。 

14 学生の入学及び卒業に関すること。 

15 学生の身分及び賞罰に関すること。 

16 教育課程に関すること。 

17 栄養士免許及び保育士の資格に関すること。 

18 学生の支援に関すること。 

19 学生の進路に関すること。 

20 学生に係る諸証明、願及び届に関すること。 

21 その他教務に関すること。 

学生部 大学に係る教務及び学生の厚生補導等に関すること（短期

大学部の所掌に属するものを除く。）。 

先端情報科学研究センター 情報科学における先端的研究及び社会ニーズに対応し 

た研究に関すること。 

情報センタ 

ー 

情報処理ｾﾝﾀ 

ｰ 

情報処理係 ネットワークシステムの管理運営に関すること。 

附属図書館 図書係 大学に係る次に掲げる事務に関すること。 

１ 学術の研究に必要な図書及び資料の収集、整理及び保

存に関すること。 

２ 図書の閲覧及び貸出しに関すること。 

産学イノベーションセンター １ 産学連携の推進に関すること。 

２ 企業等における研究の支援に関すること。 

３ 産学イノベーションセンターの施設の利用に関する

こと。 

４ マルチメディアに係る普及啓発に関すること。 

復興創生支援センター １ 復興支援事業の実施を目的とした事務に係る連絡調

整に関すること。 

２ 復興支援事業の管理・運営に関すること。 



３ 復興創生支援センターの施設等の管理運営に関する

こと。 

４ その他大学が取り組む復興支援に関すること。 

宇宙情報科学研究センター 太陽系や地球、月惑星の起源と進化等の研究に関するこ

と。 

短期大学部附属図書館 短期大学部に係る次に掲げる事務に関すること。 

１ 学術の研究に必要な図書及び資料の収集、整理及び保

存に関すること。 

２ 図書の閲覧及び貸出しに関すること。 

 


